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正
議
大
夫
を
務
め
た
（
『
家
譜
（
二
）』
三
四
〇
頁
）
。

国
王
尚
敬
の
、
琉
球
国
太
平
山
の
難
民
石
垣
等
を
護
送
せ
る
林
興
合
の

商
船
を
返
還
す
る
た
め
都
通
事
蔡
墉
等
に
付
し
た
執
照

（
雍
正
十
《
一
七
三
二
》
、
十
、
二
十
四
）

　

琉
球
国
中
山
王
尚
（
敬
）
、
商
船
を
雇
募
し
て
難
彝
を
本
国
に
駕
回
す
る

船
隻
を
送
還
す
る
事
の
為
に
す
。

　

切
照
す
る
に
、
琉
球
属
島
の
太
平
山
の
番
民
石
垣
等
四
十
八
人
、
雍
正
九

年
六
月
内
に
米
を
進
め
て
中
山
に
納
貢
せ
ん
と
す
。
已
に
納
め
事
竣
り
て
十

一
月
二
十
四
日
那
覇
に
在
り
て
開
船
し
回
島
す
。
是
の
夜
、
陡
か
に
飄
風
に

遇
い
、
舵
失
わ
れ
桅
砍
ら
れ
風
に
任
せ
て
飄
流
し
、
去
向
を
知
ら
ず
。
本
年

正
月
二
十
七
日
に
至
り
方
め
て
台
湾
外
山
を
見
る
。
礁
に
衝
り
て
打
破
す
る

も
板
に
負
い
て
登
岸
す
。
幸
い
に
山
辺
の
人
力
に
遇
い
て
彝
命
を
救
さ
れ
、

前
途
を
指
引
せ
ら
れ
、
二
月
台
属
の
淡
水
営
に
到
り
て
居
住
す
。
三
月
淡
水

よ
り
開
船
し
て
台
湾
府
に
送
去
さ
る
も
、
意
わ
ざ
り
き
、
半
洋
に
て
又
逆
風

に
遇
い
、
泉
州
府
南
安
県
地
方
に
飄
到
す
。
該
県
、
陸
路
よ
り
解
送
し
、
石

垣
等
四
十
余
人
、
四
月
十
一
日
に
福
省
に
到
る
。
叨
く
も
憲
恩
を
蒙
り
、
皇

上
、
格
外
に
柔
遠
す
る
の
至
意
を
仰
体
し
、
批
示
も
て
雇
募
せ
る
商
船
一
隻

を
給
す
る
を
准
さ
れ
、
難
彝
石
垣
等
を
本
国
に
駕
回
す
。

　

此
れ
が
為
に
特
に
都
通
事
蔡
墉
を
遣
わ
し
、
本
船
に
坐
駕
し
閩
に
入
り
て

送
還
す
。
但
だ
海
上
の
行
船
、
往
来
す
る
に
専
ら
印
信
執
照
を
以
て
憑
と
為

し
、
通
行
す
。
今
、
差
去
せ
る
員
役
・
水
梢
は
、
若
し
文
憑
無
け
れ
ば
、
水

陸
の
関
津
隘
口
に
留
難
し
て
阻
滞
し
便
な
ら
ざ
る
を
恐
る
。
此
れ
が
為
に
王

府
、
礼
字
第
二
十
四
号
の
半
印
勘
合
執
照
を
給
し
、
都
通
事
蔡
墉
等
に
付
し

て
収
執
し
て
前
去
せ
し
む
。
如
し
経
過
の
関
津
及
び
沿
海
の
巡
哨
官
軍
の
験

実
に
遇
え
ば
、
即
便
に
放
行
し
、
留
難
し
て
遅
悞
す
る
を
得
る
毋
か
れ
。
須

ら
く
執
照
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

　
　

計
開
す

　

都
通
事
一
員　
　
　

蔡
墉　
　
　
　
　

人
伴
五
名

　
　

管
船
直
庫
一
名　

仲
崇
礼

　
　

右
の
執
照
は
都
通
事
蔡
墉
等
に
付
し
、
此
れ
を
准
ず

　

雍
正
十
年
（
一
七
三
二
）
十
月
二
十
四
日

注

（1

）
仲
崇
礼　

雍
正
十
年
の
管
船
直
庫
。


